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経理規程 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

  第１条 本規程は、株式会社後工務店（以下「会社」という。）における経理業務及び

経理処理（以下「経理業務等」という。）の基本的事項を定め、財政状態及び

経営成績に関する真実なる報告を迅速に行うとともに、経営効率の増進と会社

の発展に寄与することを目的とする。 

 

（適用範囲） 

  第２条 会社の経理業務等は、本規程の定めるところによる。ただし、本規程に定めの

ない事項については、企業会計原則及び関係諸法令等の一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準によるものとする。 

    ２ 本規程中、各条項の細部の取扱いについては、必要に応じて別に「細則」を設

けることができる。 

 

（解釈上の疑義） 

  第３条 本規程の解釈について疑義が生じた場合、代表取締役社長は、関係部署の長と

協議の上、これを決定する。 

 

（改廃） 

  第４条 本規程は、代表取締役社長の決裁により、改廃する。 

 

第２章 定義 

 

（会計年度） 

  第５条 会計年度は、定款の定めるところにより、６月１日から５月３１日とする。 

    ２ 前項のうち、６月１日から１１月３０日までを中間会計期間とする。 

    ３ 四半期会計期間は、当該会計年度を３か月ごとに区分した期間とする。 

 

（会計単位） 

  第６条 会計単位は、次のとおりとする。 

（１）本社 

（２）支社 

 

（経理責任者 ） 

  第７条 経理責任者は、総務部長とする。 

 

（経理業務の範囲） 

  第８条 本規程において経理業務とは、次の事項をいう。 

（１）勘定科目、会計伝票、帳票に関する事項 

（２）金銭の出納保管並びに手形及び有価証券に関する事項 

（３）資金の調達及び管理に関する事項 

（４）棚卸資産に関する事項 

（５）固定資産に関する事項 

（６）原価計算に関する事項 

（７）予算及び決算に関する事項 
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（８）税務に関する事項 

 

（機密保持） 

  第９条 経理担当者は、業務上知り得た経理及び営業に関する秘密を他に漏らし、また

勝手に利用してはならない。 

 

第３章 勘定科目、帳票 

 

（正規の簿記の原則） 

 第１０条 会社におけるすべての会計諸取引は、その発生を証する証憑に基づき、会計帳

簿に網羅的に、秩序整然と、検証可能な形で整理・集計・記録しなければなら

ない。 

 

（検閲） 

 第１１条 経理責任者は、本規程の定めるところに従い、すべての帳票が証憑を基礎と

し、正規の簿記の原則に従って処理されていることを確かめなければならな

い。 

 

（証憑） 

 第１２条 第１０条に規定する証憑とは、取引の真実性・正当性を証明するための会社の

内部又は外部で発行される書類で取引の裏付けとなるものをいい、当該取引の

責任者は、当該証憑が正当なものであることを確認しなければならない。 

 

（勘定体系） 

 第１３条 会社の勘定体系及びその整理要領は、勘定科目処理に関する細則等においてこ

れを定める。 

 

（帳票の種類） 

 第１４条 取引の記録整理は、すべて会計伝票及び会計帳簿により行わなければならな

い。 

 

（会計伝票） 

 第１５条 会計伝票は取引にかかわる原始記録となるものであり、振替伝票を使用する。 

 

（会計帳簿） 

 第１６条 会計帳簿は、主要簿である仕訳帳及び総勘定元帳とその他の補助簿を利用す

る。 

 

（会計伝票の発行） 

 第１７条 会計伝票は、取引が正当であることを示す証憑に基づいて、経理部が発行す

る。 

    ２ 会計伝票には、その発行の基礎となった証憑を添付しなければならない。 

    ３ 原則として会計伝票を削除又は修正することは認められない。修正が必要とさ

れる場合は、当該取引発生部署の責任者及び経理責任者の承認を得た上で、新

たに会計伝票を発行するものとする。 

    ４ 前項に定める修正を行う際は、修正前会計伝票の取消伝票（赤伝票）を起票し

た上で当該処理を行わなければならない。 
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（帳簿の締切・更新） 

 第１８条 会計帳簿は、原則として毎月次に締切り、会計年度ごとに更新することとし、

必要ある場合は継続して記帳を行うことができる。 

 

（保存） 

 第１９条 帳票及び書類等の保存期間は、次のとおりとする。 

（１）会社法の規定に基づく財務諸表及びその附属明細書：永久 

（２）金融商品取引法の規定に基づく報告書及びその添付資料：永久 

（３）税務申告書類及び決算関係書類：永久 

（４）会計帳簿：１０年 

（５）会計伝票及び証憑書類：１０年 

（６）その他の管理資料等：１０年 

    ２ 前項の帳票及び書類等の保存期間は、当該書類の属する事業年後末日の翌日か

らこれを起算する。 

 

第４章 金銭会計 

 

（金銭の範囲） 

 第２０条 本規程において金銭とは、現金及び預金をいい、現金とは、通貨、受取小切

手、郵便為替証書、送金為替手形、期限の到来した公社債等の利札をいう。 

    ２ 受取手形、有価証券、切手、印紙の取扱いも金銭に準ずる。 

 

（出納責任者、出納事務担当者） 

 第２１条 出納責任者は、事務長とする。 

    ２ 出納責任者は、金銭の出納及び保管に関する業務を主管し、当該業務を取扱わ

せるため、出納事務担当者を定める。 

    ３ 出納事務担当者は、会計伝票作成担当者及び会計帳簿作成担当者と兼任するこ

とはできない。 

    ４ 出納責任者は、常に業務の実施状況を検閲し、適切な指示を与えなければなら

ない。 

 

（金銭の保管） 

 第２２条 出納責任者は、第２０条に規定する金銭並びにこれに準ずるもの、及び会社の

財産に関する重要書類を金庫に保管し、定期的に実査、確認を行わなければな

らない。 

    ２ 前項の出納責任者が行う実査、確認の方法は、次のとおりである。 

（１）現金：毎月末に実査を行い、補助簿と照合する。また、日々の現金残高に

ついては、出納事務担当者が金種別残高表を作成し、補助簿と照合する。 

（２）当座預金及びその他の預金：出納事務担当者が毎月末に銀行の発行する当

座預金照合表又は通帳等と補助簿とを照合し、出納責任者に照合結果を報

告する。毎月末に銀行の発行する当座預金照合表又は通帳等と補助簿との

間に差額がある場合は、銀行勘定調整表を作成して、出納責任者に提出す

る。 

（３）受取手形：毎月末に実査を行い、補助簿と照合する。 

 

（名義人） 

 第２３条 預金の名義人及び手形と小切手の振出し名義人は、代表取締役とする。 
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（請求書の発行） 

 第２４条 取引関与部署は、金銭債権の発生後、遅滞なく請求を行わなければならない。 

    ２ 前項の請求を行う場合には、特別な事由がない限り、所定の請求書の発行をも

って行わなければならない。 

    ３ 請求書の発行にあたり、担当者は経理部の承認を得るものとする。 

 

（金銭の収納と領収書の発行） 

 第２５条 取引関与部署で金銭を収納した場合は、収納した金銭を直ちに出納事務担当者

に提出しなければならない。 

    ２ 出納事務担当者は、金銭を収納したときは、直ちに会社所定の領収書を発行し

なければならない。ただし、銀行振込による金銭の収納の場合は、領収書を発

行しないことができる。 

    ３ 前項の定めにより交付する領収書には、社印及び発行担当者の押印がなければ

ならない。 

    ４ 出納事務担当者は、小切手を受領した場合、小切手要件を精査した上で、所定

の受取小切手控帳に記帳し、直ちに銀行口座に入金しなければならない。 

    ５ 出納事務担当者は、手形を受領した場合、手形要件を精査した上で所定の受取

手形記入帳に記帳し、期日管理を行わなければならない。 

 

（金銭の支払） 

 第２６条 出納事務担当者は、金銭の支払を行う場合、受取人からの請求書及びその他当

該取引を証する書類等に基づいて、出納責任者の承認を得た上で行う。 

    ２ 銀行振込による支払については、領収証の受領を省略することができる。 

    ３ 金銭の支払は、一定の期日及び時間内に行う。ただし、やむを得ない事情のあ

る場合は、この限りではない。 

    ４ 領収証は、会計伝票の番号を付し、その番号順に整理・保存を行う。 

 

（小口現金） 

 第２７条 日常の小口の支払に充当するため、出納責任者の承認した限度額の範囲内で、

小払資金を保有する。 

    ２ 出納事務担当者は、現金出納帳を備え、すべての出納を記録し、出納に関連す

る伝票、証憑を管理しなければならない。 

 

（残高管理） 

 第２８条 出納事務担当者は、次項以下に定める手続に従い、現金、預金、切手及び印紙

の残高を管理しなければならない。 

    ２ 現金は、第２２条の定めによる確認の上、総勘定元帳の残高と照合しなければ

ならない。 

    ３ 預金は、第２２条の定めによる確認の上、毎月末に預金通帳（預金証書）の残

高と総勘定元帳の残高を突合しなければならない。また、中間期末及び期末に

は、金融機関発行の預金残高証明書と総勘定元帳の残高を照合しなければなら

ない。 

    ４ 切手及び印紙は、所定の印紙・切手管理表を作成して受払いを明確にして残高

を管理しなければならない。 

    ５ 金銭に過不足を生じた場合は、出納事務担当者は速やかにその原因を調査し、

別に定める過不足顛末書を作成した上で、その処理について出納責任者の指示

を受けなければならない。 
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第５章 資金会計 

 

（目的） 

 第２９条 資金会計は、経営活動を円滑に遂行するため、計画的かつ効率的な資金の調達

と運用を実現し、もって財務費用の軽減と財政基盤の強化を図ることを目的と

する。 

 

（資金会計責任者の職責） 

 第３０条 資金会計は、経理責任者が統轄する。 

    ２ 経理責任者は、資金予算を策定しなければならない。 

    ３ 経理責任者は、資金繰り状況を検討して、資金の調達又は運用に関し的確な施

策を講じ、代表取締役の決裁を得て適時に実施しなければならない。 

 

（金融機関との取引） 

 第３１条 銀行その他の金融機関との取引の開始又はその変更は、稟議により決裁を得

て、代表取締役の名義により行う。 

 

（資金の調達） 

 第３２条 資金の調達は、株式・社債の発行及び借入れ等の方法により、稟議により決裁

を得て行う。 

 

（資金の運用） 

 第３３条 資金の運用については、資金運用規程で定める。 

 

（投資管理） 

 第３４条 社外への投資については、投資管理規程で定める。 

 

（貸付け、保証） 

 第３５条 貸付け、保証及びこれらに類する一切の行為は、稟議により決裁を得て行う。 

 

（担保の提供） 

 第３６条 資金の借入れ、保証金の差入れ等のため会社の財産を担保に供する場合は、稟

議により決裁を得て行う。 

 

（資金予算） 

 第３７条 経理責任者は、一定期間の資金収支の計画を示し、その管理を行うために資金

予算を作成する。 

    ２ 資金予算の編成・管理については、第１１章に定めるところによる。 

 

（有価証券の取得価額） 

 第３８条 有価証券の取得価額は、購入価額に購入手数料を加算した価額とする。 

 

（有価証券の評価） 

 第３９条 有価証券の評価方法については、別に定めるものとする。 

 

（有価証券の管理） 

 第４０条 経理部は、有価証券発行体の財政状態について、決算書類等に基づき把握して

おかなければならない。ただし特定の出資が他の会計単位の申請に基づき行わ
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れた場合は、当該会計単位が行うものとする。 

    ２ 有価証券の銘柄、数量、金額、取得年月日等及びそれらの変動は、有価証券台

帳に記帳しなければならない。 

    ３ 有価証券の実査は、中間期末及び期末に行い、有価証券台帳の記載と照合しな

ければならない。 

    ４ 記名式有価証券を取得したときは、遅滞なく名義を書き換えなければならな

い。 

 

第６章 棚卸資産会計 

 

（棚卸資産会計） 

 第４１条 棚卸資産に関する規定は、別に定めるものとする。 

 

第７章 固定資産会計 

 

（固定資産会計） 

 第４２条 固定資産に関する規定は、別に定めるものとする。 

 

第８章 業務会計 

 

（仕入の計上基準） 

 第４３条 仕入の計上基準については、別に定めるものとする。 

 

（売上の計上基準） 

 第４４条 売上は「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用

指針」に従って計上するものとし、その取扱いについては、別に定めるものと

する。 

 

（債権・債務の掌握） 

 第４５条 債権・債務は、その発生から消滅に至るまで、顧客先別又は仕入先別に記録

し、管理しなければならない。 

 

（残高確認） 

 第４６条 債権及び債務の残高確認は、定期的に行い、取引先との間に差異が生じている

場合には、遅滞なく原因を究明し、適切な対応をとらなければならない。 

 

（返品） 

 第４７条 いったん売上に計上したものが返品になった場合、営業担当部署の担当者は商

品等の受入れを確認し、当該部署の責任者の承認を得て、返品伝票の起票を行

う。 

 

（不良債権） 

 第４８条 経理責任者は、回収不能と判断される債権について営業担当部署の責任者に明

細の提出を求め、稟議決裁を得て償却しなければならない。 

 

第９章 原価計算 

 

（原価計算） 
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 第４９条 原価計算の手続については、原価計算規程で定める。 

 

第１０章 決算会計 

 

（決算の目的） 

 第５０条 決算は、一定期間における経営活動の成果を計算するとともに、その期間末に

おける財政状態を明らかにすることを目的とする。 

 

（決算の種類） 

 第５１条 決算は、その計算期間を基準として、次の各号の種類に分類する。 

（１）第５条第１項に規定する期間にかかわる事業年度決算 

（２）第５条第２項に規定する期間にかかわる中間決算 

（３）第５条第３項に規定する期間にかかわる四半期決算 

（４）毎月１日から末日までの期間にかかわる月次決算 

 

（財務諸表の作成基準） 

 第５２条 財務諸表は、正規の簿記の原則に従って作成された、正確な会計帳簿に基づい

て作成する。 

    ２ 財務諸表は、本規程に準拠して作成し、本規程に定めのない事項は会計諸規則

に準拠する。 

 

（財務諸表） 

 第５３条 経理責任者が、月次、中間決算、四半期及び事業年度において作成する書類は

次のとおりとする。 

（１）月次及び四半期、中間決算書類 

   ①貸借対照表     

   ②損益計算書   

   ③その他経理責任者が必要と認めた書類 

（２）期末決算書類 

   ①貸借対照表   

   ②損益計算書   

   ③キャッシュフロー計算書 

   ④事業報告書   

   ⑤附属明細書   

   ⑥株主資本等変動計算書   

   ⑦個別注記表   

   ⑧その他経理責任者が必要と認めた書類 

 

（決算日程） 

 第５４条 経理責任者は、内部及び外部への迅速な報告を実現するため、関係諸部署との

調整を行い、合理的な決算日程を策定し、早期の決算に努めなければならな

い。 

 

（決算報告と承認） 

 第５５条 経理責任者は、月次、中間、四半期及び期末決算において決算書類を取りまと

め、その概要及び分析結果を取締役会に報告し、その承認を得るものとする。 

 

（連結決算） 
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 第５６条 連結決算については、別に定めるものとする。 

 

第１１章 予算会計 

 

（統括責任者） 

 第５７条 予算管理の統括責任者は、総務部長とする。 

    ２ 予算管理の統括責任者の職務は、次のとおりとする。 

（１）総合予算編成方針案の作成 

（２）部署予算案の総合調整及び総合予算案の編成 

（３）予算の執行過程及び執行結果の総合分析 

（４）予算案の作成、予算の執行、管理に関する関係部署への助言援助 

 

（予算期間） 

 第５８条 予算期間は、会社の会計年度と一致させ、１か年の年次予算とする。ただし、

必要に応じて半期、四半期、あるいは月次の区分を設ける。 

 

（予算体系） 

 第５９条 予算体系は、次のとおりとする。 

（１）総合予算 

（２）部署予算 

（３）個別予算 

    ２ 総合予算案として作成すべき書面は、以下を含むがこれらに限られない統括責

任者が必要と判断したものとする。 

（１）予測損益計算書 

（２）予測貸借対照表 

    ３ 部署予算の種類は、以下を含むがこれらに限られない統括責任者が必要と判断

したものとする。 

（１）売上予算 

（２）原価予算 

（３）経費予算 

（４）利益予算 

    ４ 個別予算は、部署予算のうち、管理箇所別に区分された予算とする。 

 

（総合予算編成方針の作成及び決定） 

 第６０条 統括責任者は、経営計画に基づき総合予算編成方針案を作成する。 

    ２ 作成された総合予算編成方針案につき取締役会で審議し、総合予算作成方針を

決定する。 

    ３ 統括責任者は、決定された総合予算編成方針を、主管責任者に通知する。 

 

（個別・部署予算の編成） 

 第６１条 主管責任者は、総合予算編成方針に基づき、個別予算案又は部署予算案を作成

し、統括責任者に提出する。 

    ２ 部署予算案（個別予算案含む。）の提出にあたっては、作成の基礎となった資

料を添付しなければならない。 

 

（総合予算の編成） 

 第６２条 統括責任者は、総合予算編成方針に基づき、部署予算案（個別予算案含む。）

の総合的な調整を行って、調整後の部署予算案及び個別予算案を含む総合予算
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案を編成する。 

 

（年度予算の決定） 

 第６３条 作成された総合予算案につき、取締役会で審議し、総合予算を決定する。 

 

（予算の通知） 

 第６４条 統括責任者は、決定した総合予算（部署予算及び個別予算を含む。）を主管責

任者に通知する。 

 

（予算の公表） 

 第６５条 総合予算の公表については、情報開示規程の定めるところによる。 

 

（予算の修正） 

 第６６条 予算の修正は、原則として行わない。ただし、経営環境情勢の変化又は予算執

行過程における計画の変更等により、当初予算を修正する必要が生じた場合

は、主管責任者は、修正予算案を作成し、統括責任者に提出する。 

    ２ 部署予算の修正により、総合予算に多大な影響が生じる場合は、統括責任者は

総合予算の修正予算案を作成する。 

    ３ 部署予算及び総合予算の修正予算の作成から決定・通知及び公表に至るまでの

手続は、予算編成に準ずる。 

    ４ 予算の修正手続は、予算編成手続に準ずる。ただし、会社の経営に多大な影響

を及ぼすような緊急事態の場合、一部の手続を省略することができる。この場

合、臨時取締役会の決議を行うものとする。 

 

（予算の執行） 

 第６７条 主管責任者は、決定された部署予算（個別予算案含む。）を責任をもって適正

に執行しなければならない。 

 

（予算の流用） 

 第６８条 予算の流用は、原則としてこれを認めない。 

 

（予算の繰越し） 

 第６９条 予算の繰越しは、原則としてこれを認めない。ただし、当該予算期間におい

て、次期にまたがって稟議決裁を受けたものや当該予算期間内における月次の

繰越しは除く。 

 

（予算の超過） 

 第７０条 各予算期間における予算の超過は、原則としてこれを認めない。当該予算期間

において予算に不足をきたし、又はそのおそれが生じた場合、予算超過の申請

を行い、稟議決裁を受けなければならない。 

 

（予算の差異分析） 

 第７１条 主管責任者は、常に予算と実績を把握して差異分析を行い差異の原因を検討す

るとともに、予算実績比較表を作成して統括責任者に報告しなければならな

い。 

    ２ 統括責任者は、部署予算（個別予算案含む。）の執行状況及び差異分析の結果

を総合的に検討し、付帯意見を付して毎月取締役会に報告しなければならな

い。 
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（予算の対策） 

 第７２条 統括責任者は、予算差異分析の結果、重要な差異が生じると判断した場合、そ

の対策を講じなければならない。 

    ２ 予算の執行状況及び差異分析は、毎月取締役会で審議され、代表取締役は必要

な対策を指示する。 

 

（予算管理） 

 第７３条 予算管理の方法は、原則として金額による。ただし、必要に応じて数量及び項

目での管理を併用する。 

 

第１２章 税務会計 

 

（基本原則） 

 第７４条 税務会計とは、納税に関する一切の経理処理及び手続をいい、次の原則に従

う。 

（１）税金に関する諸法令を遵守し、適正な金額による申告・納税を期限内に実

施する。 

（２）誤謬等による税金の過納を防ぎ、節税に努めなければならない。 

 

（税務の責任者） 

 第７５条 税務責任者は、経理責任者とする。 

    ２ 経理責任者は、会社の税務を統轄し、基本原則の達成に努める。また、税務処

理上疑義のある事項については、顧問税理士、所轄税務署等と協議の上解決を

図るものとし、更正又は修正申告の事態を極力防止しなければならない。 

 

（承認） 

 第７６条 経理責任者は、申告・納税にあたって、代表取締役に計算の概要その他必要事

項を報告し、その承認を得てこれを行う。 

    ２ 経理責任者は、法人税等の中間納付の処理、分割納付の要否、税額に重要な影

響を与える事項の処理等につき、代表取締役及び関係者に報告しなければなら

ない。 

 

（税務調査） 

 第７７条 経理責任者は、税務調査に際しては、顧問税理士の協力を得て、誠意を持って

必要資料の提出又は説明を行わなければならない。 

 

（更正） 

 第７８条 経理責任者は、更正を受け、又は修正申告若しくは更正の請求を行う必要があ

る場合は、適時に必要手続を実施しなければならない。 

 

附則 

（施行） 

  第１条 本規程は、２０２５年１月１日から実施する。 


